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議事日程（一般質問日） 令和４年３月１５日 午前９時開議 

 日程第 １ 発議第 １号 ロシアによるウクライナ侵攻に厳重に抗議する決議 

 日程第 ２ 一般質問について 

 日程第 ３ 議案第 ２号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第８

号）について 

 日程第 ４ 議案第 ３号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）について 

 日程第 ５ 議案第 ４号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について 

 日程第 ６ 議案第 ５号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予

算（第２号）について 

 日程第 ７ 議案第 ６号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会

計補正予算(第１号）について 

 日程第 ８ 議案第 ７号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計

補正予算(第２号）について 

 日程第 ９ 議案第 ８号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算

(第２号）について 

 日程第１０ 議案第 ９号 木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 日程第１１ 議案第１０号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第１２ 議案第１１号 木曽岬町押印等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

 日程第１３ 議案第１２号 木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１４ 議案第１３号 木曽岬町自主運行バスの運行及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第１５ 議案第１４号 木曽岬町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第１６ 議案第１５号 木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第１７ 議案第１６号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算について 

 日程第１８ 議案第１７号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計予

算について 

 日程第１９ 議案第１８号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計
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予算について 

 日程第２０ 議案第１９号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算に

ついて 

 日程第２１ 議案第２０号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算に

ついて 

 日程第２２ 議案第２１号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会

計予算について 

 日程第２３ 議案第２２号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計

予算について 

 日程第２４ 議案第２３号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算につい

て 

 日程第２５ 議案第２４号 木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

出席議員（８名） 

     １番  後 藤 紀 子 君      ２番  古 村   護 君 

     ３番  鎌 田 鷹 介 君      ５番  加 藤 眞 人 君 

     ６番  伊 藤   守 君      ７番  服 部 芙二夫 君 

     ８番  三 輪 一 雅 君      ９番  伊 藤 好 博 君 

欠席議員（０名） 

議場出席説明者 

 町     長 加 藤   隆 君   副  町  長 森   清 秀 君 

 教  育  長 山 北   哲 君   総務政策課長        小 島 裕 紹 君 

 総務政策課副参事 中 山 重 徳 君   危機管理課長        伊 藤 雅 人 君 

 会 計 管 理 者        山 田 克 己 君   産 業 課 長 多 賀 達 人 君 

 建 設 課 長 黒 田 良 人 君   住 民 課 長 伊 藤 正 典 君 

 福祉健康課長        松 本   大 君   税 務 課 長 藤 井 光 利 君 

 教 育 課 長 黒 田 和 弘 君 

事務局出席職員 

    事務局長  平 松 孝 浩     議会事務局  渡 辺 千 智 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開議   

○議長（服部芙二夫君） 皆様、おはようございます。 

 議員の皆様には、諸般何かと御多用の中、御出席を賜り厚くお礼申し上げます。また、
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加藤町長をはじめ執行部の皆様におかれましても御出席いただきありがとうございます。 

 さて、令和４年第１回定例会は３月１日に開かれまして、本日は一般質問日でございま

す。この後、行われます一般質問並びに議案審議に際しましても慎重な審議を尽くしてい

ただきますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員数は８名です。よって、定足数に達しておりますので、直ちに本日

の会議を開きます。 

 本日の議事日程は既にお手元に配付のとおりでございます。 

日程第１ 発議第１号 ロシアによるウクライナ侵攻に厳重に抗議する決議 

○議長（服部芙二夫君） 日程第１、発議第１号、ロシアによるウクライナ侵攻に厳重に

抗議する決議を上程し、これを議題とします。 

 ここで、提出者に趣旨説明を求めます。 

○５番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） 皆様、おはようございます。 

 「ロシアによるウクライナ侵攻に厳重に抗議する決議」の朗読をもって趣旨説明とさせ

ていただきます。 

 令和４年２月２４日、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を行った。このことは、国際社

会の平和と秩序、安全を著しく脅かすものであり、断じて容認できない暴挙である。また、

ウクライナに拠点を持つ日本企業をはじめ、現地在留邦人も緊迫した状況に置かれており、

我が国にとっても決して無関係ではない。 

 また、その影響はヨーロッパにとどまるものではなく、国際秩序を揺るがす重大な事態

であり、本町としても看過できるものではない。 

 政府におかれては、国際社会とも連携し、力による現状変更は決して許されないという

意思を発信するとともに、あらゆる外交資源を駆使し、ウクライナをはじめとする国際社

会の速やかな平和の実現に全力を尽くされるよう、強く求める。 

 以上、決議する。 

 皆様の御賛同をお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 趣旨説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑があります方は御発言ください。 

 御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 

 ただいま上程しております発議第１号については、会議規則第３９条第３項の規定によ

り、委員会への負託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 
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          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 異議なしと認めます。よって、発議第１号は委員会への付託を

省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありますか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 討論者なしと認め、これにて討論を終結します。 

 これより上程されております議案の採決に入ります。 

 日程第１、発議第１号、ロシアによるウクライナ侵攻に厳重に抗議する決議を原案のと

おり可決することに賛成の方は御起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございます。起立全員です。したがって、発議第１

号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、加藤町長から発言の申出がございますので、発言を許します。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 改めて、皆さん、おはようございます。 

 今期定例会、令和４年の第１回の木曽岬町議会定例会を去る３月１日に招集させていた

だき、提出させていただきました議案、審議をいただいておるところでございますが、本

日は一般質問日ということで、議員の皆さん方、早朝から御参集をいただき誠にありがと

うございます。 

 議長の許可をいただきましたので、ただいま木曽岬町議会が決議されましたロシアによ

るウクライナへの軍事侵攻について、私、町長として一言申し上げさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 去る２月２４日、凍りつくような寒さの中、ウクライナに対してロシアが軍事侵攻を強

行し、ウクライナ市民が標的にされる病院や原発をはじめ無差別爆撃を続けるプーチン大

統領の正気の沙汰とは思えない暴挙は断じて許されることではありません。テレビに映し

出される跡形もなく廃墟と化した町なかで泣きじゃくる幼い子を抱きかかえる母親や銃声

が鳴り響く中を逃げ惑う市民の姿に、今の時代にこんなことがあるのかと目を疑うような

あまりにむごい惨状に強い憤りと、何とかできないものかともどかしさでいたたまれない

思いでございます。 

 そうした中、ただいま木曽岬町議会として抗議の決議をされました。議会の決議は町民

の総意でもあり、私も全く同じ思いでございます。世界平和を願い、抗議の決議、誠にあ

りがとうございます。ロシア国民の正義に期待をするとともに、一刻も早くロシア軍の撤

退と平和的解決を強く求めるとともに、犠牲になられた人々と御家族に深く哀悼の意を表
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する次第であります。ウクライナの皆様に平和な暮らしを一日も早く取り戻していただけ

るように、心からお祈りを申し上げるところでございます。 

 つきましては、木曽岬町として、ウクライナの皆様への救援の募金活動を考えておりま

すので、コロナ禍ではございますが、何とぞ町民の皆様の深い御理解と御支援、御協力を

お願い申し上げる次第でございます。 

 令和４年３月１５日、木曽岬町長、加藤隆。 

 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

日程第２ 一般質問について 

○議長（服部芙二夫君） 次に、日程第２、一般質問についてを行います。 

 一般質問の通告を受けておりますのは、 

① １番議席 後藤 紀子 君 

② ２番議席 古村  護 君 

③ ３番議席 鎌田 鷹介 君 

④ ５番議席 加藤 眞人 君 

⑤ ６番議席 伊藤  守 君 

⑥ ９番議席 伊藤 好博 君、以上６名の方々でございます。 

 一般質問の発言の順番は、定例会開会日の議会運営委員長報告のとおり、受付順に発言

していただきます。なお、質問内容は、簡潔明瞭にお願いします。 

 それでは、初めに、１番議席、後藤紀子君の質問を許します。 

 登壇の上、お願いします。 

○１番（後藤紀子君） 議長、１番。 

○議長（服部芙二夫君） １番議席、後藤紀子君。 

○１番（後藤紀子君） おはようございます。 

 では、私、後藤のほうから、病児保育について質問をいたします。 

 現在、町内で病児保育を受け入れている場所はなく、町が委託している桑名市内２か所

の医療機関へ連れていくことになります。桑員地区で病児保育を受け入れている医療機関

はこの２か所しかなく、預かってもらえるかはそのときの空き状況にもよります。こども

園の登園を控える基準は体温が３７度５分以上で、この３７度５分という熱はすぐに出て

しまいます。子どもは体温が高めなので３７度５分の熱を出しても元気いっぱいです。特

に未就学児は登園前にすぐに熱を出しますが、数時間で熱が下がることも少なくありませ

ん。にもかかわらず、仕事を休まなければならない。休む親としては、有休の数、周りの

目、仕事の進捗、いろいろ気になります。結果、周囲の理解を得られず仕事を辞めざるを

得なくなる話もよく耳にします。 

 そこで、親が安心して仕事に行けるよう、こども園で病児保育を受け入れられる環境を

整備してもらえないでしょうか。桑名市内の医療機関まで行くのには距離があり、出勤前
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の親の負担も増します。しかも、常時予約してある人が優先で、突発で連絡を入れてもな

かなか受け入れてもらえません。さらに、子どもにとっても慣れない環境に連れていかれ

ては不安になってしまうのでいつも通っているこども園に、また、小学生が利用する場合

にも、昔通っていたこども園に病児保育用の部屋があると安心できるのではないでしょう

か。 

 町内には２つの医療機関がありますので、何かあった際には来てもらえるよう連携を図

ることも可能かと思います。国からの補助金もあるように見受けられますが、環境を整備

するに当たり、問題点があれば教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（服部芙二夫君） １番議席、後藤紀子君の質問に対して、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、皆さん、改めて、おはようございます。 

 今年は例年になく春の訪れが遅れていましたが、先週あたりから一気に春本番のような

日和になってまいりました。一方の新型コロナウイルス感染拡大も徐々に減少し、三重県

はまん延防止等重点措置が解除されました。本町においては、感染率が非常に高く、感染

者の大半が自宅療養が続いておりましたが、先週の後半あたりから減少し、逼迫する状況

は過ぎたかと感じているところでございます。 

 さて、木曽岬町議会、令和４年第１回町議会定例会を３月１日に招集、開会日には、執

行部から提出の２３議案について、教育民生常任委員会と総務建設常任委員会、両委員会

へ付託をいただき、先般それぞれ議案審議を尽くしていただきまして、本日は一般質問日

でございます。今期定例会には、６名の議員の方々から通告をいただいておりまして、そ

れぞれ誠心誠意お答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ただいまの１番議席、後藤紀子議員の病児保育の受皿を町内にの御質問

に対して、御答弁を申し上げます。 

 病児保育事業は、子どもが発熱などの急な病気となり集団保育が困難であって、保護者

が家庭において看護できない場合の受皿として、病院、保育所などにおいて病気の子ども

を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった子どもへの緊急対応などを行うこと

で、安心して子育てができる環境を整備することを目的として実施している事業でござい

ます。 

 病児保育の現状としましては、本町においては、平成２９年度から桑名市と病児保育事

業広域利用の協定を締結し、桑名市内にあります２か所の病児保育施設に委託をいたして

おり、そのうち１か所は長島町にある施設でございまして、木曽岬町から近距離に位置し

ておりますが、令和２年度及び令和３年度の施設利用はない状況でございます。 

 近隣市町の取組状況といたしましては、桑名市は、幼稚園が１２か所、保育園が２０か

所、こども園が７か所で、合計３９か所ございます。いなべ市は保育園が１３か所、東員
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町は幼稚園が６か所、保育園が６か所の合計１２か所ございます。朝日町は、幼稚園、保

育園が１か所で、全園児数４０４人でございますが、桑名市をはじめどの市町においても

本町と同様に、桑名市内にあります２か所の病児保育施設に委託いたしております。また、

本町のこども園は、登園に当たり、毎朝保護者が検温し、体温が３７度５分以上ある場合

は登園を控えていただいており、園児の保護者と御家族の御協力による医療機関での受診

や家庭での療養、または、病児保育施設の利用をお願いしている状況でございます。 

 このような状況を踏まえ、病児保育の体制確保につきましては、施設の利用実績及び費

用対効果等を勘案し、近隣市町と同様に、広域利用の委託事業を継続する取組が適切であ

ると考えております。 

 今後においても、実情や地域性を考慮した子育て支援策を計画し、仕事や社会活動など

と子育てが両立できる環境整備に取り組み、子育て世代が安心して暮らし続けるまちづく

りを推進していきたいと考えておりますので、何とぞ御理解を賜りますようによろしくお

願いいたします。 

 以上のことを申し上げ、後藤議員の病児保育の受皿を町内にの御質問に対する答弁とさ

せていただきます。御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 後藤紀子君、よろしいですか。 

○１番（後藤紀子君） 議長、１番。 

○議長（服部芙二夫君） １番議席、後藤紀子君。 

○１番（後藤紀子君） 今、町長からの答弁を聞かせていただきまして、施設利用がない

状況というのが書かれているんですけれども、実際にないかもしれません。ただ、これは

なぜないかというのを考えていただいたことってありますか。どう考えても、使いにくい

からない状況だと思うんですね。 

 さらに、桑員地区で４０４人全園児数がいるというところで、２か所しか病児保育を受

け入れているところがないというのが大分少ないと思うんですけれども、その辺りについ

て、いかがお考えですか。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 後藤議員の再質問でございますが、もう少し詳しく説明させてい

ただきますけれども、後藤議員のどの程度調査をされておっしゃってみえるのか。先ほど

本答弁で申しましたように、桑名市も含めて全ての市町がそういう体制を取っておりませ

ん。桑名市内にあるその施設と提携してそういった連携を取っておるというのが実態でご

ざいます。 

 あと、具体的なことは松本課長のほうから説明させていただきます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 



 - 28 - 

○福祉健康課長（松本 大君） まず、令和２年度、３年度は確かに利用実績はないんで

すが、令和元年度においては２件あって、平成３０年度は４件と、過去には件数はある状

況でございます。 

 そういう中で、２年度、３年度が利用実績がないことについて、こども園と、あと、保

育の担当者にも今の保護者の要望とかそういう中に病児保育の話は今のところないという

ことと、あと、お子さんに発熱等の症状があった場合には、園のほうから今の話を聞いて

いますと、病児保育に預けるというよりは保護者の方が病院のほうで受診して早く治る形

の療養を優先しているというような形で、病児保育につなげるということはあまり今のと

ころは確認はされていない状況ですので、今現状としては、あまり病児保育というお話は

ないということで確認しております。 

○議長（服部芙二夫君） 後藤紀子君、よろしいですか。 

○１番（後藤紀子君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） １番議席、後藤紀子君。 

○１番（後藤紀子君） 病児保育につなげることはないということなんですけれども、実

際そういう施設があったら、近くにあれば、保育園内にあれば、使う人もたくさん出てく

ると思うんですよ。それがないから、しようがないから迎えに行ってとか、そういうこと

になってくると思うんですね。その形をつくるというのは重要だと思うんですけれども、

いかがお考えですか。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 先ほども答弁の中で、２つある施設の中で１か所は長島

町にあるということで、近距離という場所もあります。今の施設について、空き状況は確

かにない日もあるかもしれませんが、最近２つの施設に確認しましたら、全く空いていな

いというようなことはないということも確認は取れていますので、連絡を事前にしていた

だければ、空いていない日は全くないということも確認は取っておりますので、希望され

る方がみえれば利用はできる状況かなというふうに考えております。 

○議長（服部芙二夫君） 後藤紀子君、よろしいですか。 

○１番（後藤紀子君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） １番議席、後藤紀子君。 

○１番（後藤紀子君） 空いていない日がゼロというのはないとは思うんですよ。ただ、

みんな使いたい時期って重なると思うんですね。そういう時期に使えないという状況が結

構あると思うんですよ。そのときに何とかして使える場所が欲しい。しかも、もうちょっ

と近くに欲しい。しかも、園内に欲しいというような希望になっているんですけれども、

いかがですかね。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 
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○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 確かに町内にというお話もお気持ちはあるのかもしれま

せんが、今の利用実績とか、あと、先ほども答弁の中の費用対効果、そういうところをや

はり考えますと、今、桑名市はじめいなべ市、東員町も木曽岬町と同様な協定を締結して

の委託事業を実施しておりますので、ほかのところの桑名市やいなべとかの規模のところ

でも委託していますので、その辺りの協定で同様に実施していくことは、特に桑員地区と

いうか、北勢管内でも問題はないかというふうに考えております。 

○議長（服部芙二夫君） 後藤紀子君、よろしいですか。 

○１番（後藤紀子君） よく分かりました。 

 では、私の質問以上になります。ありがとうございました。 

○議長（服部芙二夫君） 続きまして、２番議席、古村護君の質問を許します。 

 それでは、登壇の上、お願いします。 

○２番（古村 護君） 議長、２番。 

○議長（服部芙二夫君） ２番議席、古村護君。 

○２番（古村 護君） おはようございます。 

 令和４年第１回木曽岬町議会定例会一般質問日に当たり、木曽岬町一般廃棄物処理の現

状について質問をさせていただきます。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、市町村はその区域内における一般廃棄物の現状

に関し、住民の自主的な活動の促進を図るとともに、適正な処理に必要な措置を講ずるよ

う努める等の責務が定められております。 

 このため、同法第６条第１項及び第６条の２第１項に基づき、一般廃棄物の処理に関す

る方針を示した木曽岬町一般廃棄物処理基本計画が平成２５年３月に策定され、計画期間

を１０年間としていることから、令和４年度は目標年次となっております。 

 こうした点から、一般廃棄物のうちのごみ処理基本計画に関して、コロナ禍における生

活様式や消費の変化などによりまして、平成２３年度の実績値１人１日当たりごみ・資源

総量７９８グラムから算出された令和４年度目標値６６５グラムの達成に向けた現在の状

況と、今後のスキームはどのように進めるのか、お伺いします。 

 また、次期基本計画策定に向けて行われるであろう住民意識調査の時期やリデュースな

どの３Ｒのより一層の推進、また、ゼロ・ウェイストへの取組など、生活環境の保全及び

公衆衛生の向上を図るために、将来を見据えた町長のお考えをお伺いします。よろしくお

願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） ２番議席、古村護君の質問に対して、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいまの２番議席、古村護議員の木曽岬町一般廃棄
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物処理の現状についての御質問に対して、御答弁を申し上げます。 

 議員御承知のとおり、一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

の第６条第１項に基づき、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、ごみの減量の施

策などについて市町村が定める法定計画でございます。 

 本町における現行の一般廃棄物処理基本計画は、平成２５年３月に令和４年度すなわち

平成３４年度を目標年次とした１０か年計画として定め、本計画の基本理念をごみの発生

抑制と資源化を進め、それぞれの立場で責任を持って木曽岬町における循環型社会を実現

するとし、ごみの減量を積極的に行うための意識改革、ごみの排出抑制と再使用の推進、

資源化の推進などを基本目標として施策を推進してきたところでございます。また、本計

画では、必要に応じて中間見直しをする予定でございましたが、法律改正や大きな制度変

更もなかったことから、実施には至りませんでした。 

 議員御質問の１点目の令和４年度目標値６６５グラムの達成に向けた状況についてでご

ざいますが、住民の皆様の御理解と御協力によりごみ減量化の取組が推進され、平成３０

年度の実績では、１人当たり６３５グラムと目標を達成することができました。 

 しかしながら、コロナ禍により家庭で過ごす時間が増えたことによるごみの増加に加え、

平成３１年度から公共施設における刈草処分を桑名広域清掃事業組合資源循環センターに

変更したこと、また、令和元年度は１０月に発生した大型施設での火災による罹災ごみの

処分の影響により、令和２年度の実績では７１３グラムと目標に達していない状況でござ

います。 

 生活様式の変化や公共ごみの処分方法の変更により目標の達成には厳しい状況ではござ

いますが、これまでの取組を一層推進してまいりたいと考えております。 

 御質問の２点目、次期基本計画策定に向けた考えについてでございますが、次期基本計

画を取りまとめるため、令和４年度一般会計当初予算に必要経費を計上させていただいて

いるところでございます。 

 次期基本計画の策定に当たりましては、持続可能な開発目標ＳＤＧｓが目指す未来の実

現に向け、これまで進めてまいりました施策の検証と住民意識調査の実施を踏まえ、具体

的な内容につきましては、ごみリサイクル推進協議会において協議させていただくことを

予定いたしております。 

 以上のことを申し上げ、古村議員の木曽岬町一般廃棄物処理の現状についての御質問に

対する答弁とさせていただきます。御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 古村護君、よろしいですか。 

○２番（古村 護君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ２番議席、古村護君。 

○２番（古村 護君） ありがとうございました。 

 一、二点お伺いさせていただきます。 
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 まず、中間見直しをする予定であったがというところですけれども、これに関して、本

来は平成２９年度、２０１７年で中間見直しが行われる時期であったかとは思うんですけ

れども、それは先ほどの法律改正や大きな制度変更もなかったことから特に改正しなかっ

たという話なんですけれども、そういったことを本来中間年で改正すべきとしたけれども、

そういったことがなかったからしなかったというアナウンスメントですか、あとはアカウ

ンタビリティーかも分からないですけれども、説明責任なり、説明義務はあったかとは思

うんですけれども、その辺のところはどうかなというところをお伺いしたいのと、もう一

点、ごみの総量の関係なんですけれども、ごみ、資源の総量７１３グラムが令和２年度の

実績ということで報告いただきましたけれども、これは事業系ごみと、それから、家庭系

ごみの積み上げによってごみ、資源の総量は出てくると思うんですけれども、これは２つ

の部分を積み上げて７１３グラムになっているということで理解してよろしいでしょうか。 

 以上、２点、お願いします。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 古村議員の再質問でございますが、中間見直しのときの要はアナ

ウンスというか、皆さんにお知らせをしたかということだと思うんですが、その点につい

て、私も記憶が定かじゃないので詳しいことは確認させていただきますが、あと、担当課

長のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○住民課長（伊藤正典君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典君） まず、１点目の中間見直しのアナウンスはどうだったかとい

う点でございますが、まず、基本計画の中には、必要に応じという言葉が１つ中間見直し

の中に入ってございます。平成２９年度につきましては、町長からの答弁もございました

とおり、大きな制度改正もなく、特に１人当たりの目標グラムも変わらずというところで

ございましたので、町民様もしくは議員の皆様に対しましては、アナウンスというのはし

ていない状況でございます。 

 ２点目のごみの総量につきましては、家庭系と事業系が混ざった数字で報告をさせてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 古村護君、よろしいですか。 

○２番（古村 護君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ２番議席、古村護君。 

○２番（古村 護君） ありがとうございました。 

 今の２点で確認ができましたので、それで結構です。 

 あと、これから先のことなんですけれども、次期基本計画の策定に当たってどういった
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部分を見ていくのかなというところを少しお話しいただければ助かるかなと思うのは、よ

く僕はホームページとかを見させてもらう中で、例えばこれは飛島村のホームページの中

の環境活動、４Ｒの実施とかというようなものも見させてもらっておる中で、先ほど法の

関係があまり変わらなかったというところがあるんですけれども、三重県のほうにおいて

は２０２１年の４月に三重県環境型社会形成推進計画を策定している。これは言うまでも

なく、ごみゼロ社会の実現に向けた考え方などの施策を示しているものと、あとは、プラ

スチックごみ対策や食品ごみ対策を推進していく。こういったことから社会的課題の解決

につなげていくというようなことを述べられた策定文書があるんですけれども、こういっ

たものを参考にしながら、２０２１年のごく直近ですけれども、変えていくときにはやっ

ぱりタイムリーに変えていったほうがより分かりやすいのかなと思うんですけれども、そ

の点はどうでしょうか。 

○住民課長（伊藤正典君） 議長。 

○町長（加藤 隆君） 伊藤住民課長。 

○住民課長（伊藤正典君） 次期計画についてということでよろしかったでしょうか。 

 次期計画につきましては、先ほど令和４年度の当初予算に必要経費を上げさせていただ

いておるというお話をさせていただきました。次期基本計画につきましては、ＳＤＧｓと

いうところが重要かなと私は思っております。もちろん３Ｒの活動を続けながら、その先

にはごみゼロへ向かっていくというようなことも考えておりますので、その辺も踏まえま

して、リサイクル推進協議会の中で次期計画を考えていきたいと思っていますし、もちろ

ん上位計画であります三重県の計画、国の方針も踏まえまして、計画の中で盛り込んでい

きたいということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 古村護君、よろしいですか。 

○２番（古村 護君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ２番議席、古村護君。 

○２番（古村 護君） ありがとうございます。 

 先ほど言われたように、今後、ホームページを更新していく中で盛り込んでいっていた

だければ結構だと思うんですけれども、例えば今年、たくさんメモをし過ぎまして分から

ないところが出てくるんですけれども、４月にプラスチック資源循環促進法というのが施

行されるんですよね。ここの中に、市町村による分別収集や再商品化を促進というのがあ

る。 

 それから、また、これもごく直近で町のほうから出してもらった印刷物の中に、ごみの

関係の記述もしてもらったものがあったんですけれども、今は資源ごみの関係の区分は９

種類かなと思うんですけれども、今後、新しいものをつくるときに、そういったゼロ・ウ

ェイストを含めて、品目数は変えていくのかな。これからのことですから協議会のほうで
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お話をいただきながらやっていただければいいと思うんですけれども、いずれにしても、

そういったことをこちらから協議会のほうに提案してやっていかないと協議会さんのほう

からいろんな意見が出てこない時期もあるだろうし、もう一つ言えばコロナ禍の時期で、

もっと言えば区長さんたちのほうから出てくるような声がなかなか聞き取れない中にある

ものですから、やはり積極的にこちらのほうから発信していかないとそういったところの

考え方がつかみ切れないのかなというところがあって、上意下達とは言えないにしても、

その辺をもう少し何とかできないのかなという気がいたします。 

 それで、先ほどのホームページ更新、私のほうは楽しみにしてまた見させていただきま

すけれども、できるだけ大きな変更点ではなくても、仮に小さい変更点でもそういったホ

ームページの中で変えていけるようなこと、その時々に検証していただいて、検証したも

のを発表していくことも町として必要かなと思いますので、ぜひともそれをお願いしたい

と思います。 

 これは、いつもそうですけれども、答えを求めませんので、ぜひともそれをお願いして

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（服部芙二夫君） 続きまして、３番議席、鎌田鷹介君の質問を許します。 

 それでは、登壇の上、お願いします。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長、３番。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） 改めまして、おはようございます。 

 ３番議席の鎌田鷹介でございます。 

 通告書の内容に従いまして質問をさせていただきます。 

 国内で新たに確認された新型コロナウイルスの１日の感染者数が２月３日時点で初めて

１０万人を超え、流行当初からの累計は３００万人に達しました。変異したオミクロン株

による流行、第６波の拡大には歯止めがかからず、医療体制や社会機能への影響が深刻に

なっています。 

 今年の元日には１日の感染者数は５３４人でしたが、１か月余りで２００倍近くに急拡

大しました。オミクロン株は感染者からほかの人に移る世代時間がデルタ株の半分程度と

されていて重症化率は低いとされていますが、感染者の拡大とともに入院者や重症者、死

者数は増え続けています。 

 現在、町では、新型コロナウイルス感染症予防対策補助金や広報無線での呼びかけなど

様々な対策を実施されていますが、町民の命と暮らしを守るためには、早期発見、早期治

療が重要だと考えますので、お聞きいたします。 

 １点目に、三重県新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた無料ＰＣＲ検査事業が令

和３年１０月１１日から実施されておりますが、町内では何名の方が検査されたのか、お
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聞きいたします。 

 ２点目に、町内でクラスターを起こさないために、保育士、教職員や重症化しやすい高

齢者が集まる福祉施設の職員への定期的なＰＣＲ検査を行うことで保護者や利用者の安心

につながりますが、どのような考えか、お聞きいたします。 

 ３点目に、医師の指導の下での検査体制をこども園、小中学校と連携して、抗原検査キ

ットの常備が必要と思いますが、どのような考えか、お聞きいたします。 

 ４点目に、自宅待機を余儀なくされた陽性者家族や濃厚接触者家族で親族等から支援を

受けることが困難な方への食料や必要な支援物資を届ける取組や、そういったことを相談

できる町独自の相談窓口を設置することは人権を守ることにもつながると思いますが、ど

のような考えか、お聞きいたします。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君の質問に対して、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいまの３番議席、鎌田鷹介議員の新型コロナウイ

ルス感染症についての御質問に対して、御答弁を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、本年１月に入りオミクロン株への置き換わ

りによる新規感染者が急速に増加したことにより、三重県においては１月２１日にまん延

防止等重点措置が適用されました。 

 その後も感染者急増の勢いは止まらず、本町においても、昨年１０月４日を最後に一旦

は落ち着いていた感染者が約３か月ぶりの１月８日に発生し、３月１３日現在で延べ２９

８人の感染者が発表され、多くの方々が自宅療養している状況でございましたが、３月６

日にまん延防止等重点措置が解除され、３月７日から２１日までの期間とする三重県独自

の再拡大措置重点期間が実施されているところでございます。しかし、先週あたりから県

内の状況、変わってまいりまして、感染者の減少傾向になってきておるところでございま

す。 

 そこで、まず、１点目の無料ＰＣＲ検査事業につきましては、感染者の早期発見及び感

染拡大の防止対策を目的として、木曽岬町役場でのＰＲ活動、申込み及び検査キットの配

布場所として本事業に取り組み、三重県から検査キット１３０個の配布を受け、本年の２

月１７日の受付終了までに７６件の申込みがございまして、町民の方々の不安解消につな

がったと考えているところでございます。 

 次に、２点目の定期的なＰＣＲ検査の実施につきましては、オミクロン株による感染拡

大が進む中、全国的に小学校や保育所などで休校、休園及び学級閉鎖などが発生している

状況から継続的な施設運営を目的に、感染者の早期発見及びクラスター発生の未然防止を

図るため社会的検査が実施されており、本町においても、保育士及び教職員を対象として

定期的にＰＣＲ検査を実施いたしておるところでございます。また、高齢者が集まる福祉



 - 35 - 

施設の職員につきましては、検査の必要な方に対して随時検査を実施いたしております。 

 次に、３点目の抗原検査キットの常備については、早期に感染者を発見することにより

まして感染拡大を防止する観点から、保育士及び教職員を対象として、こども園において

は国から配布を受けた抗原検査キットを常備しており、小中学校においては、国から配布

を受けた抗原検査キットが使用期限切れとなりましたが、新規購入により常備している状

況でございます。 

 次に、４点目の食料等の支援物資につきましては、桑名保健所と連携を取りまして、急

増する自宅療養者に対するフォローアップ体制を整備し、自宅療養者全員に本町の職員か

ら電話連絡により聞き取りを行って支援物資の必要性の有無を確認した上で、希望される、

要求される方々に配給させていただいております。 

 今後においても、感染拡大防止対策に取り組むとともにワクチン接種の計画的な推進と

基本的な感染防止対策の徹底を町民の皆様に周知し、御自身や御家族、周囲の人の命を守

るための対策にぜひとも御理解と御協力を賜りますようによろしくお願いいたしたいと思

います。 

 以上のことを申し上げ、鎌田議員の新型コロナウイルス感染症についての御質問に対す

る答弁とさせていただきます。御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） ２点目について質問させていただきますが、先ほど町長の答弁に

あったＰＣＲ検査事業なんですけれども、これの対象になっている方というのが対象施設

の従事者という大枠になっているんですけど、検査事業については積極的に御協力いただ

いておるのかということをお聞きいたします。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 鎌田議員の再質問、詳しくは担当課長のほうから説明させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） まず、２点目のＰＣＲ検査なんですが、定期的にＰＣＲ

検査を行っていまして、こども園に関しましては、検査するときには全員同時に検査のほ

うを実施しております。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 鎌田議員おっしゃられるのは、協力をしていただいておるのかと
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いうのは、どちらのほうに対して協力していただいておるのかという、その辺りを確認さ

せてください。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） すみません、説明足らずでした。 

 これは小学校についてお聞きします。 

○教育課長（黒田和弘君） 議長。 

○町長（加藤 隆君） 黒田教育課長。 

○教育課長（黒田和弘君） 失礼します。 

 小学校での検査の受けられた状況でございますが、しっかりした数字の答弁は差し控え

させていただきたいんですが、ほとんどの方、ほぼ９割の方が受けていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） 小学校の教職員の方や保育士の方がクラスター発生の未然防止に

御協力していただいておるのはとてもありがたいことなんですけれども、保護者や児童の

不安を解消するための１つの重要なファクトですので、小学校配信メールなどでＰＣＲ検

査を実施しておるということを町民の方に広く知っていただくべきだと考えるんですけれ

ども、この点についてどうお考えか、お聞きします。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 確かに保護者とか、周知をしていないところがあります

ので、こども園の保育士ともその辺りについてまた相談させていただいて、どのような形

でお知らせするのかとかはまた検討させていただけたらと思っております。 

 以上です。 

○教育課長（黒田和弘君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 黒田教育課長。 

○教育課長（黒田和弘君） 小学校につきましても、こども園同様に、今、保護者の方に

メール等の配信等はしておりませんので、また必要に応じて学校とも相談をしながら取り

組んでいきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君。 
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○３番（鎌田鷹介君） 今のＰＣＲの検査事業についてなんですけれども、この事業が３

月２５日の検体到着分までですので、実際あと５日から１週間ぐらいで終了になるわけで

すけれども、これは保護者や児童の安心にもつながるいいことだと思いますので、引き続

き町として実施していくことも考えていくべきだと思うんですけれども、その点について

は今検討されているのかどうか、お聞きします。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 確かに今回のＰＣＲ検査の実施事業は２月１０日から３

月３１日までの期間が定められております。こちらにつきましては、三重県全域で取り組

んでいることですので、その辺りについては、３１日以降どのような形を取るのかは、ま

た三重県のほうにも確認させていただけたらと考えております。 

 以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） ３点目の質問なんですけれども、抗原検査キットを使用するとき

の規定とか判断基準というのは、今の段階ではどのようになっているのかということと、

過去に使用された際には基準に沿って適切に行われたのかということの２点、お聞きしま

す。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 今現在においては、もともと抗原検査キットはこども園

に配布されている個数が６０個配布されているんですが、現時点では、まだ使用をしたこ

とがありません。 

 なぜかというと今、ＰＣＲ検査もそうなんですが、定期的に医療機関のほうで無料の検

査の事業を実施しておりまして、抗原キットを使わずに今は医療機関で必要な場合は随時、

保育士等、検査をしていただいていますので、今のところキットは使用はまだしていない

という状況でございます。 

○教育課長（黒田和弘君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 黒田教育課長。 

○教育課長（黒田和弘君） 失礼します。 

 小中学校につきましても、同様でございます。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 
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○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） 次に、４点目の質問なんですけれども、陽性者に関しての情報と

いうのは桑名保健所と現在共有できていると思うんですけれども、濃厚接触者に関しての

支援等というのは共有できていないと思うんですけど、これについてはどうですか、確認

です。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 桑名保健所から町のほうに情報提供があるのは、あくま

で感染者の情報提供のみで、濃厚接触者までについての情報は得られない状況でございま

す。 

 桑名保健所のほうで濃厚接触者に対してもそのような支援物資等が必要な場合、感染者

と濃厚接触者にも保健所として確認は取っているという状況だと思いますので、またその

辺り、濃厚接触者に関して桑名保健所から相談があった場合には、まず、その辺りも対応

はしていきたいと考えておりますが、現状では、そういう問合せとか、保健所からそうい

うような相談もないような状況でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） 今の答弁の確認なんですけれども、濃厚接触者、濃厚接触者家族

に対する支援というのも自宅療養者の方と同じように、同等にしていただけるということ

でよろしいんですかね。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 支援物資の提供につきましては、感染者の内容のものと

濃厚接触者という形で一応マニュアル的なものを作成しておりますので、それに基づいた

形でまた供給のほうをさせていただくというような、一応、マニュアル作成はさせていた

だいておりますので、そういうような御相談があったらまた対応はさせていただきたいと

は考えております。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） 濃厚接触者に対しても支援を行っていただけるということでした

ので、福祉健康課で受け付けてくれるというような専門の窓口がない分、やっぱり町民の

方にも広く知っていただかなければ駄目な部分ですので、また、これから周知啓発してい

くべきだと考えるんですけれども、どのようなお考えでしょうか。 
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○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 自宅療養者の方については全員の方に連絡は取っており

ますが、木曽岬町として相談窓口を設置することが適切なのかどうかということをまた保

健所とも相談させていただいて、またその辺り、保健所のほうでその辺りは対応するから

とかということを言われるかもしれませんし、また、相談のほうをさせていただきたいと

思っております。それに基づいてホームページに載せるとかもまた検討したいと思ってい

ます。 

○議長（服部芙二夫君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介君。 

○３番（鎌田鷹介君） ありがとうございました。ぜひお願いします。 

 以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 続きまして、５番議席、加藤眞人君の質問を許します。 

 それでは、登壇の上、よろしくお願いします。 

○５番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） それでは、一般質問をさせていただきます。 

 農業政策についてということで、本年度、令和３年度の米づくりにおきまして、天候不

良により害虫の発生が多く収穫の減収につながり、前年度より２割から３割ほどの減収と

なり、農家にとっては大変な年でありました。 

 また、米の価格の低迷により、６０キロ当たりが９，０００円から８，５００円と１万

円を割るような価格となり、作業委託をお願いしていても赤字供給となり、現状のまま推

移すれば米作農家は維持できなくなるのが現状ではないかと思われます。 

 行政として、今後どのような考え方を持って米作農家を支援されていかれるのか、お聞

きしたいと思います。 

 また、町の農業の中心であります施設園芸農家におかれましては、令和２年から令和４

年度においてコロナウイルスの社会情勢の関係で、資材や原油の高騰により農業経営を圧

迫しているのが現状であります。生産物に対しては、コロナの影響により価格低迷してお

り、油代が賄えないほどです。木曽岬町の農業を支える農業者、施設園芸農家に対して支

援することができないものかと思いますが、町としての考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君の質問に対して、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいまの５番議席、加藤眞人議員の農業政策につい
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ての御質問に対し、御答弁を申し上げます。 

 全国の米の需要量が人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響により減少する中、主

食用米の過剰生産が米価下落につながり、農業者等の経営を圧迫することにもなることか

ら、国、県では、米の需要に応じた生産をさらに強化していくため、麦等戦略作物や水田

野菜等の地域振興作物による水田フル活用に向けた推進を図っておるところでございます。 

 こうした中、１つ目の質問の米価格の低迷について、行政としてどのような考え方を持

っておられますかについてのことでございますが、当町といたしましても、人口減少や新

型コロナウイルス禍による外食需要の落ち込みによる米消費の減少が今後とも見込まれる

中、米価を安定させ生産者の経営安定を図るためには、需要に応じた米の生産が重要であ

ることを認識いたしており、町と農業団体で構成する木曽岬町地域農業再生協議会におい

て、国及び県から示されます需給調整に係る生産量の目安を基に、町内全農家へ需給調整

をお願いいたしているところでございます。 

 需給調整達成の施策といたしましては、町内の水田における主食用米や飼料用米、麦、

野菜、花卉などの作付目標となる水田収益力強化ビジョンを策定いたしまして、国の産地

交付金を活用して米価安定のための産地づくりを進めるとともに、町単独の需給調整目的

達成者への麦及び加工用米の追加補助や制度資金の利子補給措置などによる支援を行って

おりまして、今後とも農業団体とも連携いたしまして、需要に応じた米の生産を基本に、

麦、飼料用米、野菜、花卉などを組合せた水田フル活用の取組を米価安定のために推進し

てまいりたいと考えております。 

 また、町内の一部地域における令和３年産米ではイネカメムシの被害により収穫量や品

質が著しく低下させる原因となったことから、町といたしましても、昨年１１月開催の全

員協議会で御説明をさせていただきましたが、令和４年度の水稲共同防除に対する町単独

の補助金を見直し共同防除の取組を支援することで、県やＪＡとも連携し、イネカメムシ

による被害軽減を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、２点目の施設園芸農家に対する支援についてでございますが、新型コロナウイル

ス感染症の発生により売上げが減少するなどの影響を受けた出荷実績のある野菜や花卉に

つきましては、次期作に前向きに取り組む生産者に対しまして、減収額の範囲内で交付金

が支払われる高収益作物次期作支援交付金による支援や農産物の販売収入が基準収入の９

割を下回ったときに下回った額の９割を上限に補塡される農業共済の保険料の一部が国庫

補助される収入保険による支援、さらには、一月の売上げが前年同月比で５０％以上減少

している農家に対して持続化給付金による支援などがあり、町といたしましても、町と農

業団体で構成する木曽岬町地域農業再生協議会において、令和３年度産地交付金の単価を

増額し、支援を行ったものでございます。 

 トリガー条項の発動など国の動向にも注視しつつ、引き続き、県やＪＡなどの関係機関

と連携しながら各種の支援施策を活用し、施設園芸農家への支援に取り組んでいきたいと
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考えているところでございます。 

 以上のことを申し上げ、加藤議員の農業政策についての御質問に対する答弁とさせてい

ただきます。御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○５番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） 今、町長のほうから、本年度、カメムシの大量発生により被害が

あって、今回、補助金を増額しますという話がありました。そこの中で、地域補助ではな

く個人補助となるということになっておりますけれども、個人補助の場合、需要調整を達

成している人しか駄目だということですけれども、中間管理に委託されておる人たちとい

うのが自分では恐らく把握ができていないと思うんですけれども、中間管理委託されてお

る人に対してはどのような対応で行われていますか。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 加藤眞人議員の再質問でございますが、個人補助についての御質

問でございます。担当課長のほうから具体的に説明させていただきますので、お聞き取り

をいただきたいと思います。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 補助金に関しましては、中間管理事業に預けている方たちに

つきましては担い手の方たちが請け負ってやっていますので、担い手の方たちが共同防除

すれば補助されるというものなんですけど、自分たちでドローンでされている方について

は農協さんの共同防除は利用されないので、それについては単独でやられるということを

聞いています。 

 以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○５番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） 今、中間管理でドローンでやられているという、委託されている

担い手さんが個人でやられるということですけれども、現実、需要調整をやっていないと

いうか、今、木曽岬の米作農家の中でどの程度達成されて、どの程度の補助が必要になっ

てくるかということなんですけれども、その辺のところはどうなんですか。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 令和３年度の需給調整達成率は約９０％になっております。 
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 補助金に関しましては、予算書を見ていただいたとおり、約８０万ぐらいだったと思っ

たんですけど。 

 すみません、以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○５番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） 今、補助を出していただくのは大変ありがたいことですけれども、

個人の方々というのはいろいろ規制が多過ぎて、なかなか、それに該当するということと

いうか、減反率が現状４割ほどの減反が来ていると思うんですわね。そういうことを考え

た場合、本当に４割減反した場合、米作農家として半分近い減反をして、米作農家として

維持できるというのか。仮に委託しておっても委託金を払っていかないけないということ、

現実、木曽岬町ではないですけれども、他の市町村では、今回委託されている人がオペレ

ーターのほうへお金を持って支払いに行くという、米作だけでは賄えないという現状が起

きているわけです。その辺のところというのは行政としてもしっかり考えていただかなき

ゃいけないのではないかと思います。それじゃないと米を作るというか、米を委託する人

もなくなるのではないかと思うんですけれども、その辺のところはどう考えておられます

か。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 今の国の考え方は、小規模農家の方たちにつきましては、高

齢化等もありまして、中間管理事業とか農地利用集積制度の集積で担い手の方たちに預か

ってもらうという考え方です。農地中間管理事業制度を使えば、１反当たり毎年１万円、

最初のときには協力金ということでまとまったお金が交付金として支払われていますので。 

 それと、個人農家で約４割ぐらいの転作なんですけど、転作についてはほとんどの方が

取り組まれている方たちって小麦に取り組まれていると思います。小麦については、御存

じのとおり、町のほうで補助していますので、地権者、個人の農家の方々が１反当たり手

取りで１万１，０００円もらっていますので、今の土地改良区の賦課金、それから固定資

産税を入れても大体８，２００円ぐらいになっていますので、それから、また、小麦につ

いては土地改良区のほうで１反当たり９００円の補助がありますので、赤字にはなってい

ないという認識をしております。 

 以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

 ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） 赤字にはなっていないとは言われますけれども、実際には今現状、

今年度に関してではありますけれども、カメムシ被害によって出荷できないというか、取



 - 43 - 

引ができない米もかなり出たと聞いております。別個に桑名農協のほうで色選をかけてい

ただいて何とか通していただいたという、そういう声も聞いております。 

 そんな状態の中で、維持管理に対する土地改良費の経費などはずーっと昔から金額が変

わらないままということもあり、この辺のところもやっぱり見直していくべきではないか

なというのは感じるんですけれども、その辺のところはどう考えておられますか。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 土地改良費につきましては、土地改良区のほうの理事会、総

代会で話合いされますので、ここでは意見を差し控えるんですけど、参考程度に、賦課金

については平成２９年のときに見直しがされていまして、８，２００円が７，２００円に

見直しのほうをされております。 

 以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○５番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） 米価のほうはこのぐらいにしたいと思います。 

 施設園芸農家に関してですけれども、月々のランニングコストがかなりかかる。油に関

しては４割ほどを占めるような状態、また、資材においては値段がはっきりと把握できな

いような状態で上がったりしています。その辺のところというのは、施設園芸農家さんに

対しては特に１１月から２月、３月の初め頃までの燃料、油をたいて生産しているときに

おいては、全く収入が得られないというような状況を聞いております。 

 そういう中で、今、農協さんと三重県で油代が、２円か３円か、補助されたようなこと

は聞いておるんですけれども、町としても、来年度から油が安くなるという保障もなけら

な、恐らく今の戦争の状態の中で油が下がるということも考えづらいと思うんですけれど

も、そういう中で施設園芸の方と話をしておりますと、今の冬作に関してはこの油の値段

では作物はつけられないなと、そういう声が多く聞こえております。 

 木曽岬町の基幹の施設園芸でありますので、町として、その辺のところを何とか補助す

るというか、団体ばかりじゃなくて個人に対してもその辺のところを何とかしっかりと考

えて施策を打っていただけませんでしょうか。いかがでしょうか。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 資材に関しましては、例えば温室を造ろうとしたときには、

国の制度でいろんな補助事業がありますので、また御相談いただいて乗れる事業があれば

乗っていただくということですね。 

 あと、収入減少対策については、答弁の中でもありましたけど、トマト農家も含めて、
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かなりこの２年間補塡のほうがされております。例えば先ほど言った高収益作物次期作支

援なんかは、野菜農家さん、１反当たり最高で５万円、花卉農家さんについては１反当た

り８０万円が出ておりますし、あと、プラス、販売収入が基準収入の９割を下回ったとき

には、９割を上限に保険料が国のほうで５０％から７５％まで補助されている保険もあっ

て、それとは別で、持続化給付金で１００万円が補助されていたりとか、あと、町としま

しても、先ほど言った再生協のほうで、令和３年度の産地交付金についてはそれぞれ単価

をいつもよりも増額して支援のほうをさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○５番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） そうやって補助というか、手当てしていただくのは大変ありがた

いと思うんですけれども、団体さんに対してはそういう話も周知徹底されていると思うん

ですけれども、個人農家に対して、その辺のところ、どこまで周知されておられるのか。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 周知に関しましては、農協の広報紙きらりに、今回のカメム

シ対策の補助金につきましても、共同防除の補助金についても折り込みのほうをさせてい

ただいておりますし、先ほど言った団体、部会なんかでは当然話もさせてもらっています

し、場合によっては、該当になる方が少ないときについては、個別で訪問させてもらって

話もさせてもらっています。 

 以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○５番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ５番議席、加藤眞人君。 

○５番（加藤眞人君） 今後もまた大変厳しい農業情勢でありますので、町としても木曽

岬の産業でありますトマト農家さん、また、花農家さんなどに対してしっかりと支援をし

ていただき、米作においてもやっぱり木曽岬の基幹産業でありますので、町としてしっか

り考えて対応していただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（服部芙二夫君） 一般質問が続いておりますが、ここで暫時休憩といたします。

休憩時間は１５分として、１０時３５分より再開いたします。 

                            午前１０時１８分休憩   

                            午前１０時３５分再開   

○議長（服部芙二夫君） それでは、休憩を解き、一般質問を続けます。 

 続きまして、６番議席、伊藤守君の質問を許します。 
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 それでは、登壇の上、お願いします。 

○６番（伊藤 守君） ６番。 

○議長（服部芙二夫君） ６番議席、伊藤守君。 

○６番（伊藤 守君） よろしくお願いいたします。 

 堤防強化について。 

 南海トラフ地震が３０年以内に、マグニチュード８から９クラスが７０％から８０％、

来ると言われております。木曽岬堤防に不安なところはないでしょうか、今後の堤防強化

はどのようになっていますか、質問いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） ６番議席、伊藤守君の質問に対して、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいまの６番議席、伊藤守議員の堤防強化について

の質問に対し、御答弁を申し上げます。 

 近年、南海トラフ地震が警戒される中、地震の影響による地盤の液状化によって河川堤

防が沈下し、浸水被害が発生することが懸念されております。特に海抜ゼロメートル地帯

である当地域におきましては、一旦浸水しますと長時間湛水したままの状況が続き、甚大

な被害が発生することが予想されます。 

 このため、木曽川堤防では、国交省木曽川下流河川事務所により、地震によって河川堤

防が沈下した場合でも浸水による二次被害の防止、軽減を図ることを目的に、堤防耐震対

策が行われております。 

 耐震対策の進め方でございますが、木曽岬町側の木曽川の左岸堤防につきましては、こ

れまでの対策により地震が発生し堤防が沈下いたしましても、津波水位以上の堤防高は確

保済みとなっております。 

 木曽川では、津波水位より高潮水位のほうが高いことから、今後、平均年最大規模相当

の高潮水位を目標に現堤防のかさ上げを行うこととし、かさ上げのみでは必要な高さが確

保できない区間につきましては、地盤改良も実施する予定と聞いております。 

 平均年最大規模相当の高潮水位を確保するための施工区間でございますが、鍋田川の合

流点から上流側の町内全区間において５０センチ程度の堤防のかさ上げを実施するととも

に、国道２３号線付近から上流側８００メートル程度の区間におきましては地盤改良を実

施する予定であると聞いておりますし、令和３年度から、まず、鍋田川合流点から上流側

へ約１．２キロメートル付近においてかさ上げ工事に着手されたところでございます。 

 また、令和３年度の補正予算において、さらに国道２３号までかさ上げ工事を延伸する

予定であると聞いております。今後、さらに上流側に工事を進め、防災・減災、国土強靭

化のための５か年加速化対策の一環として、令和７年度までに町内の全区間でのかさ上げ

工事を完了させる目標で進め、その後は、地盤改良が必要な国道２３号付近から上流側８
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００メートル程度の区間において地盤改良工事を順次進めていく予定であると聞いており

ます。 

 なお、耐震対策につきましては膨大な期間と費用を要することから、着実に安全度を向

上させるため段階的な整備を進めていくこととしており、現在の目標である平均年最大規

模相当の高潮水位が確保できた段階で、次のステップに進む予定であると聞いております。 

 町といたしましては、早期完成が悲願であることから、去る１０月２９日、内閣府で二

之湯国家公安委員長兼国土強靭化担当大臣に対して、木曽川左岸や木曽岬干拓地堤防の耐

震・高潮対策の早期整備の要望を行ったところでございまして、１２月１８日、二之湯国

土強靭化担当及び防災担当大臣が本町の防災対策の取組の視察のため来町いただくことと

なり、その際に、伊勢湾台風の惨状と復旧復興状況、高潮堤防の耐震事業の進捗状況や課

題などについて視察をいただき、大臣からは、高潮堤防のかさ上げや水門の遠隔操作など

様々な防災を意識したまちづくりがされており、伊勢湾台風を教訓に災害に強い町をつく

っていこうという意気込みを感じたという記者会見でのお言葉をいただいたところでござ

います。 

 国土交通省に対しては、１０月２９日、水管理・国土保全局長並びに技術審議官に対し、

さらに、また、１１月１０日には、中部地方整備局長並びに河川部長に対し申入れを行っ

たところ、１１月１８日に中部地方整備局の河川部長が来町し、弥富市の鍋田干拓地の伊

勢湾台風後の復興住宅と急速に企業立地が進んでおります木曽岬干拓地を視察していただ

き、脆弱な干拓堤防や木曽川左岸堤防の耐震・液状化対策の必要性を訴え、河川防災ステ

ーションから町内のゼロメートル地帯の輪中の町の課題を御理解いただいたところでござ

います。 

 また、１１月１２日には、三重県社会基盤整備協会の要望活動として、治水事業促進全

国大会に参加し、治水事業の促進のためのさらなる予算確保などについて決議をするとと

もに、三重県並びに愛知県選出の国会議員と国交省及び農水省出身の参議院議員に対し、

要望活動を実施したところでございます。 

 今後、引き続き、関係機関と調整を進め、木曽川左岸堤防の耐震・高潮対策の早期整備

に向けて全力を尽くしていきたいと考えているところでございますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

 以上のことを申し上げ、伊藤守議員の堤防強化についての御質問に対する答弁とさせて

いただきます。よろしく御理解のほどをお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤守君、よろしいですか。 

○６番（伊藤 守君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ６番議席、伊藤守君。 

○６番（伊藤 守君） 木曽岬の堤防は命を守るとても重要な堤防であると、皆さんは認

識しているかと思います。先ほど言われました、今の盛土を２３号線のほうから１号線の
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ほうに向かって５０センチぐらい上げていくということですよね。 

 それで、あと、地盤改良をしていくのは８００メートルぐらいと聞きましたけれども、

これは以前２３号線沿いのところでやられたと思いますけれども、それ以降、しばらく置

いてやるということですか。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 伊藤守議員の再質問でございますが、盛土とおっしゃいました、

かさ上げと、それから地盤改良、これについては先ほど本答弁で申し上げましたけれども、

より具体的に黒田担当課長のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

○建設課長（黒田良人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 黒田建設課長。 

○建設課長（黒田良人君） 堤防のかさ上げと地盤改良でございますが、かさ上げにつき

ましては、先ほど答弁でもありましたとおり、鍋田の合流点から１号のほうまで全区間と

いうことで行っておって、今は２３号まで向かってやっているところだと。 

 地盤改良につきましては、議員おっしゃるとおり、２３号の橋梁の近く、以前やられて

おります。今回、先ほど説明した８００メーターというのが、やられたところからさらに

先のところ、上流側のところをやる予定でございます。なので、ちょっと時間は置いてし

まっておりますけど、その続きをやるということで御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤守君、よろしいですか。 

○６番（伊藤 守君） 確認ですけれども、以前というのは、やられたときは、七、八年

ぐらい前ですか。それで、何を聞きたいかといいますと、前やったと。それで、ちょっと

しばらく置いて、またこれからやるということですよね。空間というか、間があったとい

うことでよろしいでしょうか。確認です。 

○建設課長（黒田良人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 黒田建設課長。 

○建設課長（黒田良人君） 前回やられた年数は、すみません、細かい資料をお持ちして

いないので分かりかねる部分はあるんですけど、数年前だったかと思います。 

 まず、その段階で、先ほど言った津波水位の確保のための対策をやってきたと。次に、

先ほど言ったランクを上げて年平均の高潮水位ということで、かさ上げと地盤改良をやっ

ていくんだ。数年は置いておりますが、引き続きやっていくという認識を持っていただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤守君、よろしいですか。 
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○６番（伊藤 守君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ６番議席、伊藤守君。 

○６番（伊藤 守君） よく南海トラフ地震が２０３０年から２０４０年の間に、あると

ころでは必ず起きると言われています。これ、町長はどういう認識でおられるでしょうか。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 伊藤守議員の南海トラフに向けて、町長、どういう認識だという

質問でございますけれども、私も非常に危機感を持って、行政として住民の皆さんの命を

守ることが最大の使命でございますので、町を守り、皆さんの命、暮らしを守るために全

力で取り組んで、少しでも早く安全安心な町にしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤守君、よろしいですか。 

○６番（伊藤 守君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ６番議席、伊藤守君。 

○６番（伊藤 守君） 同じ認識だと思います。 

 そこで、堤防を例えば地盤強化するとかかさ上げするというのは、町のお金は出るわけ

じゃありませんので、国にお願いすると。先日も二之湯大臣が来られたということで非常

にありがたいんですけれども、そのための例えば、こんなことを言うと変かもしれません

けれども、今、三重県全体から見ると１区から４区まで４議席ありまして、その先生方、

衆議院の先生、保守系の先生が多くいらっしゃいます。参議院の先生もいらっしゃいます

と。それで、非常に国のほうから見たら予算をつけやすいんじゃないかと思います。そこ

で、戦略、戦術じゃないですけれども、そういうのをよく御存じだと思いますからあれで

すけれども、本当に町長が国に行ってやっておられますけれども、今までよりももうちょ

っといい時じゃないかなと思っております。 

 そこで、そういう陳情のこともそうですけれども、あと、よく例えば道路を造るときに

何々同盟とか、市町がこの道路をつけるための同盟とか、そういうことで陳情に行ってお

られることとか、ありますか。お聞きします。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 伊藤守議員、政治的な背景から御発言だったと思うんですが、当

然、要望活動、町単独でそれぞれの関係省庁や関係機関、先生方、県庁に対してもそうで

すが、それもございますが、国交省に関しましても、先ほど本答弁の中でも社会基盤整備

協会、これが三重県が全ての要望活動をする同盟会とか団体を総括したような形になって

ございます。その社会基盤整備協会が１つになって各関係機関へ要望活動をやったりしま

す。 
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 それから、河川、道路、それぞれあります。私ども、御存じのように、国交省の関係に

つきまして、特に木曽川下流河川事務所管内の各市町で、それの建設期成同盟会、治水の

ほうの同盟会、それから、公園整備のほうの同盟会、それから、中部直轄の関係で東海４

県か、それぞれでございますし、岐阜市が中心になっておりますそういったそれぞれの期

成同盟会の構成メンバーでございますので、当然、そういう中で私どもも代表で要望活動、

名古屋中部整備局、そして、本省のほうへも出かけますし、それぞれその都度各省庁と国

会の先生方に要望活動をさせていただいておりますし、そして、また、それ以外の近隣の

都道府県の先生方にも御指導いただくために要望活動をさせていただいて御指導いただい

ておる現実でございますし、伊藤守議員、その辺りは一番よく御理解をいただいていると

ころだと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤守君、よろしいですか。 

○６番（伊藤 守君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ６番議席、伊藤守君。 

○６番（伊藤 守君） 町長の仕事はそういう意味で非常に重要かと思いますので、ぜひ

国のほうに行って要望をどんどんしていきたいと思います。 

 聞いてみますと、要望によく、こんなことを言うとおかしいですけど、来る人は来ると。

ほかの議長とかほかの人を連れてよく来られるところは来られていますよという話を聞い

たことがありますので、ぜひどんどんと要望に行って、木曽岬のために頑張っていただき

たいと思います。 

 次に続いていいですか。 

 福祉有償運送について。 

 木曽岬町も高齢化が進み、７５歳以上の人が９９９人で、免許返納の方、車に乗れない

方が増えてきます。そのために、福祉有償運送を充実してはいかがでしょうかという質問

でございます。 

○議長（服部芙二夫君） ６番議席、伊藤守君の質問に対して、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、続いて、６番議席の伊藤守議員の２点目の福祉有償運

送についての質問に対し、御答弁を申し上げます。 

 本町の高齢化率、６５歳以上の人口の割合は、令和４年２月末現在において、３３．２％

であり、町民の約３人に１人が６５歳以上でございます。 

 近年、高齢運転者の痛ましい交通事故が多発する中、事故を防止するための必要な方策

として、身体機能の低下などの理由により運転に不安を持った高齢者などが運転免許証を

自主返納する制度が進められております。 
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 このように、自主返納した高齢運転者を含め、高齢化が進む現状を踏まえまして、社会

福祉協議会において、日常的な買物に困難を感じておられる７０歳以上の方と障がいのあ

る方で付添いがなくても御自身が買物ができる方を対象に、無償で御自宅からスーパーマ

ーケットまで車で送迎するお買物支援いこまいかーを実施いたしております。 

 また、同じく、社会福祉協議会において在宅福祉事業の一環で福祉有償運送事業に取り

組み、その対象者につきましては、三重県の運送の対象の取扱い方針及び北勢地区福祉有

償運送運営協議会の北勢地区福祉有償運送対象者判断基準に基づく対象者の規定によりま

して、公共交通機関の利用が特に困難であるなど一定の基準を満たした介護認定者や障が

い者の方を対象に、通院、通所、レジャーなどの外出支援を実施いたしておりまして、本

町はこの事業に対して財政支援を行っているところでございます。 

 このような状況の中、このたび新たな事業としまして、満７５歳以上の方、運転免許証

の返納者、要介護・要支援者など及び一定の条件による各種の障がい者の方々を対象に、

日常生活における交通手段としてタクシーを利用する際に料金の一部を助成する高齢者等

福祉タクシー料金助成事業を令和４年の４月から開始する計画で進めているところでござ

います。 

 本事業を利用するには、福祉健康課の窓口で申請手続を行っていただいて、登録決定後

は郵送により登録証及び年間最大４８枚のタクシー利用乗車券を交付いたしまして、受け

取り後にタクシーを利用する場合は登録証の提示により利用乗車券の使用が可能となる新

たな移動手段を整備するとともに、地域福祉の充実と強化を図ってまいります。 

 今後とも高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会を形成してい

きたいと考えておりますので、何とぞ御理解賜りますようによろしくお願いいたします。 

 以上のことを申し上げ、伊藤守議員の福祉有償運送についての御質問に対する答弁とさ

せていただきます。よろしく御理解のほどをお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤守君、よろしいですか。 

○６番（伊藤 守君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ６番議席、伊藤守君。 

○６番（伊藤 守君） 社協がやっているいこまいかーが、会員数が３４人で、７０歳以

上が対象と聞いています。その方は無償で、パディーとか、買物に行けると。これはあり

がたいことであります。運転手２人、車２台ということを聞いています。 

 あと、福祉有償運送、介護とか障がい者の人たちが病院に行くと。これは登録３０人前

後でありまして、非常に病気の人とか、そういう人は病院に行って置いてきて、またお迎

えに行くと。これも非常にそういう困った人にはありがたいことかなと思っています。 

 福祉タクシーにおいては、これは７５歳以上、介護認定した人で、６５０円ぐらい割引

があると聞いています。弥富のタクシー屋さんと、それから、桑名のタクシー屋さんを使

うと。それで、桑名は桑名で例えば伊藤医院さんに行けるとか、あと、海南病院に弥富の
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タクシー屋さんが行けるということを聞いています。営業区分があるからだと思いますけ

れども、バスも体育館から松永まで４月１日から行けるということで、非常にこれもあり

がたいことかなと思います。 

 木曽岬は、名古屋が近い便利なところですけれども、非常に買物に不便なところだとい

うことも聞いていますので、これをもっと充実していけたらもうちょっといい町になるの

ではないかなと思っています。これを特にああしてほしい、こうしてほしいはないんです

けれども、これから総人口が６５歳以上が２，０１９人、７５歳以上が約１，０００人、

５年たてば非常に年をいった人が増えてくるかと思います。 

 そこで、１つ、福祉タクシーでも７５歳以上というふうになっていますけれども、その

辺の年齢がもうちょっと下げていただくとありがたいかなと。いこまいかーは７０歳だと、

福祉タクシーは７５歳だとか、そういうのはありますけれども、車に乗れない人が多くな

ってきます。ぜひこういう点も考えていただきたいなと思っております。 

 特に質問とかそういうのはありませんので、意見だけで終わります。ぜひもう少し、こ

ういうことに様子を見るというのもあると思いますけれども、バスでもまだ走っていませ

んからね。走っていないのに意見も言えませんし、福祉タクシーにしてもまだ使っていな

いから分かりませんけれども、こういうことをやるということに対して、町民にアピール

していただいて、木曽岬はこういうことをやっているんだよということをやっていただく

とありがたいなと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（服部芙二夫君） 続きまして、９番議席、伊藤好博君の質問を許します。 

 それでは、登壇の上、お願いします。 

○９番（伊藤好博君） 議長、９番。 

○議長（服部芙二夫君） ９番議席、伊藤好博君。 

○９番（伊藤好博君） ９番議席の伊藤好博でございます。よろしくお願いいたします。 

 私は、事業検証についてということで、町長にお伺いしたいと思います。 

 事業実施により、木曽岬町、地域住民、どれほど安心安全で住みよい町ができるか、近

づけるかということで予算も立て、事業が進められていると思います。人口減少の歯止め

にもしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 コロナ禍の中で、町民の不安を和らげるためにも事業検証ということをしっかりとして

いただいて、私はコロナ禍の中で考え方を少し変えていただいたほうがいいのではないか

と思いましたので、質問させていただきます。 

 年度末に当たり、令和３年度事業の検証は行われていると思いますが、検証のマニュア

ルがあればお聞かせください。分かりやすいところで、今回は私が今年度いろいろ一般質

問させていただきました鍋田川提の桜並木の管理とか竹林の伐採事業についてお伺いした

いと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（服部芙二夫君） ９番議席、伊藤好博君の質問に対して、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいまの９番議席、伊藤好博議員の事業検証につい

ての質問に対し、御答弁を申し上げます。 

 まず、初めに、町道鍋田川線桜並木等の管理につきましては、これまでの剪定や強剪定、

伐採、薬剤散布などを実施し、適切な管理に努めたほか、町道鍋田川線の桜並木で確認さ

れました特定外来生物のクビアカツヤカミキリの防除に係る業務として、令和３年度には

個体ごとの管理台帳の作成や防除剤の樹幹注入、定期的な巡視などを実施させていただい

てきたところでございます。 

 御質問の事業検証についてでございますが、剪定などの業務では、落ち枝や落木の危険

性の低減を図ることができたほか、薬剤散布業務により害虫の発生を抑制することができ

たものと考えております。また、クビアカツヤカミキリの防除に係る業務による個体ごと

の管理台帳の作成では、町道鍋田川線桜並木及び町内公共施設等の桜１，０４６本につい

て、個体ごとの健全度や被害状況、危険木、強剪定、間引き、施肥などの管理上、必要な

情報把握ができたほか、樹幹注入では、巡視で確認された７５本のクビアカツヤカミキリ

の被害木の幼虫を駆除することができたものでございます。 

 これら業務に係る検証マニュアルはございませんが、クビアカツヤカミキリの防除に係

る業務による成果品を検証した結果を基に、県の研究員や樹木医とも打合せを重ね、今後

の剪定や強剪定、伐採なども含めた維持管理について取りまとめをさせていただいて、そ

の内容につきましては、先月に開催された全員協議会で御説明させていただいたところで

あり、危険木の処置については令和３年度及び４年度に、強剪定、間引き、施肥などは、

木の生育状況や周辺環境を観察しながら、令和４年度より５年間で実施させていただくも

のでございます。 

 今後とも、町にとって大切な地域資源である桜並木を長期的に保存していくために、沿

線の住宅や工場、通行される人々や車両などに御迷惑をおかけすることがないように安全

性にも留意しつつ、適切な管理に努めてまいりたいと考えております。 

 それから、２点目の町道鍋田川線竹林伐採につきましては、町道鍋田川線の道路のり面

の適正な維持管理を目的に、令和３年度には見入地区を、そして、令和４年度には、和泉

から南側の地区を２年間に分けて伐採を行うものでございます。 

 発注に際しましては、広範囲で施工性がよく比較的安価での作業が見込める箇所と、点

在して個々の対応が必要となる箇所と分けて発注を行っているところでございます。本業

務により施工前では桜と竹が混在し、景観的にも交通車両の視距としてもあまり芳しくな

い状況でございましたが、竹林伐採後におきましては、格段に改善されたものと考えてい

るところでございます。 
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 施工前の竹林は、長期間にわたって伐採をしなかったことによって著しく成長、繁茂し

た状況でございました。背が高く成長した竹の伐採であったことから、伐採した竹を集積

するためには細かく切断する必要があり、施工性が悪くなることに加え、作業場所や集積

場所の不足が生ずるなどの問題も確認させていただいたところでございます。 

 本業務における検証マニュアルはございませんが、今後はこのような状況にならないよ

うに、今回伐採したエリアの竹の成長具合を確認しながら、定期的に伐採を実施していき

たいと考えているところでございます。 

 以上のことを申し上げ、伊藤好博議員の事業検証についての御質問に対する答弁とさせ

ていただきます。よろしく御理解のほどをお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤好博君、よろしいですか。 

○９番（伊藤好博君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ９番議席、伊藤好博君。 

○９番（伊藤好博君） ありがとうございました。加藤町長に答弁をいただきました。 

 １つだけ苦になるのは、検証マニュアルはございませんがというところでしたが、事業

に関してはいつでも検証はなされると私は思っております。そして、まず、事業に対して

は事業予算があって、入札なりで業者に委託され、監督され、それから、事業が終了する

と。そして、事業費がそこで支払われる。そこには絶対検証というものはあると思うんで

すよね。 

 そういう流れでずーっと来ているのはよく分かっておりますが、こういう今のコロナ禍

の中で住民が不安なとき、もう少し検証の仕方というのか、細かく見ていただく。そして、

各課の事業であっても、隣の課でもそれが見えるような検証の方法とか。要は木曽岬、行

政全体が１つの事業でも目が通せるように、そんな状態であればいろんな目から事業検証

というものに携わっていけると思いますし、いろんな行政職員の中の意見も聞けるような

気がします。 

 そのぐらいのゆとりというのか、町民のため、地域、地区のための事業で事業費が予算

化されるんですから、そういうつもりで事業を進めていただくと、地域地域の住民の声も

さながら担当者は受入れなきゃいけないなという感覚になってくると思います。今後、木

曽岬町を、先ほども言いましたが、安心安全の住みよい、町長もずーっとそれを言われて

まいりました。それは人口減少の歯止めにもなると思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それから、桜の伐採についてですが、クビアカツヤカミキリの被害木で歯止めもかかっ

ておるようですが、今、危険木で伐採される木と位置づけられた木を、なぜそういう危険

木になったかという検証はされておるか。 

 私は、桜の木を堤防のところで見て思うのは、強制伐採した切り口、それから桜の木の

髄にむしばんでというのか、クビアカの来る前から、その木の髄というのは表皮がないと、
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栄養分が送っていなけりゃ、そこは老化していくんですね。髄が腐り込んで下まで行くか

ら強風に耐えられない、ねじれが生じたときなんかに倒れるわけです、倒木が起こり得る

わけ。だから、強制伐採しなきゃならんというふうになってくると思うんです。 

 だから、今後、今から強制の剪定もされていく、そういう計画でありますので、今現在、

強制した１年か２年では切り口は完全に保護されているかと思いますが、今処分する木は

何年前に、それじゃ、そういう傷が木についたか、検証されましたか。これから切る来年

の予算、４年度で切る強制の切り口がそういうことをきちっと検証してあれば、何年後に

はまたその木もそのような状態になる可能性があるわけです。 

 植物、本当に混んでいるから切るはいいけれども、侵される前に間隔をもっと取って粗

くして自然に風通しもよくして下枝の枯れを防いで、環境が一番大事だと思うんです。木

曽岬町の環境と同じなんですよ、木も生き物ですから。そのような管理をしていける検証

をしていただきたいなと思います。 

 これに関して、今、完全に切られる木は何本でしたか、全協で報告があったんですが、

しっかり覚えておりませんが、その検証はされましたか、お聞きいたします。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 伊藤好博議員さんの再質問でございますが、非常に鋭い御質問、

御指摘をいただきまして、私も感じるところは同じでございます。 

 大事な桜をいかに末永く保存できるのか、守っていきたいという気持ちは一緒でござい

ますが、そこで、検証マニュアルのことをおっしゃられましたが、本答弁でも申し上げま

したが、マニュアルそのものは作っておったわけではないんですが、検証作業については、

その都度といいますか、毎回させていただいて、そして、それを次の管理に生かしていく

と。それを先ほど県の研究員だとか樹木医さんと相談させていただきながら次の管理をつ

くっていくという、そういった形を取らせていただいておるところは御理解いただけたら

なと、そんなふうに思っておりますが。 

 それと、強伐採したり剪定したりした切り株、切り口の管理のことを御指摘いただきま

した。私も全く同感でございます。また、今後ともそういった検証をしながら専門の方の

御指導をいただき、そして、また、議員さん方からの御指導をいただきながらしっかりと

した管理をしていきたいと、基本的にそんなふうに考えておりますけれども、具体的なこ

とや何かにつきましては、担当課長のほうから詳細にまた説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 桜並木の管理に関しまして何点か質問がありましたので、漏

れていたら申し訳ないです。 
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 まず、強剪定の話、強剪定で枯れていくんじゃないかということなんですけど、桜のよ

うな落葉樹を強く切る場合には落葉後の１１月頃が一番いいということをされていますの

で、町の強剪定も１１月の剪定としております。 

 それと、剪定した後につきましては、切り口には雑菌が入らないように樹木用の防腐用

殺菌塗布剤というのを塗っておりまして、適切な処置を行っておりますので、これによっ

て枯れ込みや菌の増殖を防いでおります。 

 結果として、平成３０年度から３年間で当時計画されました２０７本全ての桜で強剪定

のほうを実施しておりまして、もう終わっていますけど、昨年しました毎木調査の結果で

は、一応、健全度はほとんどがＡ、Ｂ、樹勢がよく、傷や病害虫などの問題がないという

状態でございました。それと、毎木調査の全体の健全度なんですけど、９３．７％がＡ判

定またはＢ判定で、ほとんどの木が良好であるという判定でございました。 

 それから、クビアカの被害以外で伐採が必要になったのは何でやということなんですけ

ど、これについては、桜はもともと腐朽が発生しやすい樹木で、隣の木とおっしゃるよう

に競合し枝や幹に傷がつきやすくなったことで、枯れ込みが発生したのが原因と考えてお

ります。これにつきましては、毎木調査の結果を基に、全協でも説明させてもらいました

けど、強剪定、間引き、施肥などで来年度から適切に対応のほうをさせていただこうと思

っております。 

 それと、もう一つ、原因として考えられるのが、川沿いという環境もありまして、害虫

であるクビアカ以外にコスカシバという虫が発生しておりまして、これも影響しているん

じゃないかということですけど、これにつきましては、昨年度、全木で樹幹注入しており

ますので、クビアカと一緒に駆除のほうは済んでおります。 

 それから、あと、マニュアルに関してなんですが、さっき町長の答弁でもありましたけ

ど、桜の木に関しましては、木の被害状況とか生育状況、それから、周辺環境なども観察

しながら、業務内容のほう、毎年決定のほうをしまして発注のほうをしております。 

 このことから、毎年度、業務内容が全く同じ業務内容とはなっておりませんし、場合に

よっては使用する薬剤の変更もあったりとかということもありますので、引き続き、事業

効果も含め、樹木医とか県の研究員の方、関係機関の方と連携しまして検証を行って翌年

度の業務内容に反映させていただきたいなと思っております。 

 それと、あと、剪定、伐採に関しましては、作業実施時には当然現場確認はさせてもら

っておりまして、業務完了後には発生材の処理量をマニフェストによって確認したりとか

ということ、あと、現場のほうで落枝や倒木の危険性の低減を図ることができたと考えて

おります。 

 あと、消毒につきましても、作業実施時には当然現場のほう、確認のほうをさせていた

だいておりまして、こちらにつきましては作業日報による確認とか、あと、散布の都度、

現場に行って毛虫の状況のほうも確認のほう、職員のほうはしておりまして、これによっ
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て害虫の発生を抑制することができたと考えております。 

 以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤好博君、よろしいですか。 

○９番（伊藤好博君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ９番議席、伊藤好博君。 

○９番（伊藤好博君） ありがとうございます。 

 強剪定の後は樹勢は強くなる、これは当たり前です。消毒して切り口はふさいでおるの

は結構だと思います。枝を切られれば、次の春はどんな木でもどこーんっと芽が吹きます。

樹勢は強くなったように見えます。それはどの木でも同じです。強く剪定すればするほど

次の芽は強く出てきます。それは評価するものではないと思います。 

 そういうことを申し上げましたが、本来、質問した、今伐採しなきゃならない木はいつ

頃の強剪定の傷からそういうふうに行ったかということは確認はされていないと受け取っ

てよろしいんですね。それでよろしいでしょうか。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 今回伐採が必要になった木の中に、強剪定をしたものは１本

も対象になっておりません。 

○９番（伊藤好博君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤好博議員。 

○９番（伊藤好博君） 私が尋ねておるのは、今回伐採になった木の何が基で伐採に至っ

たかということを聞いておる。だから、私は、伐採される木は何年も前に、堤防のかさ下

げのときとか、いろいろ鍋田川線の道路修復に関してのときに伐採された、その傷口から

入って髄というところがもうぼこぼこになった状態だから、危ないから今回伐採となるん

だけど、それはいつ頃からそういうことが起きたかというのは調べておりませんかと聞い

ておる。 

 強剪定が始まってから、この最近の話じゃないと思いますよ。何十年も前にそういうこ

とがあって、その木はそういうふうになっていったのかと思われますので、そこのところ

を聞いたんです。 

○産業課長（多賀達人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 多賀産業課長。 

○産業課長（多賀達人君） 伐採の対象になった木は、原因はもともと隣の木との競合で

傷がついて、そこには枝が台風で折れたりして、そのとき塗布剤が塗っていなかったので

そこから枯れ込みが進んだということで、一応、樹木医からは聞いております。 

 それが何年前かというと、管理台帳を作ったのが今年なので、今年からそういったこと、

塗布剤をいつ塗ったかとかということを管理していきますので。 
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          〔「もっと前から」と呼ぶ者あり〕 

○産業課長（多賀達人君） そうですね、もっと前からになります。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤好博君、よろしいですか。 

○９番（伊藤好博君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ９番議席、伊藤好博君。 

○９番（伊藤好博君） ありがとうございます。 

 もっともっと前に、１０年か１５年か２０年か分かりませんが、そのときに傷ついたと

ころから入ってきたと思うんですが、台風とかの風で小枝が削れたり、そういう傷からの

ものでは修復されて枯れ込みはないと思うんです。人工的に入れるから、それから枯れ込

むのであって、植物も自分で自然に治していきますから、そうだと思います。 

 それでは、次に、竹林伐採におきまして、再質問させていただきます。 

 町長の答弁では、竹林伐採後においては格段に改善されたものと考えられると、答弁を

いただきましたが、その竹林のあったところは竹を伐採してきれいになって見晴らしもよ

くなりましたし、風通しもよくなりましたし、桜もさぞかし喜んでおると思います。 

 しかし、私がここのところで申し上げたいところは、竹林伐採をやる、予算化されて事

業が行われたんですが、そこを通ると、やられたところは確かに、２，０００平米程度で

したか、確実に切ってありまして、きれいになっておると。登坂が１本あって、４メータ

ーの登坂、その横にまた何平米かの竹やぶが、竹林が残っている。それから、北のほうへ

行って対面の工場がありますが、そこの道路対面側のところにも何平米かの竹林が残って

いるんですよね。 

 それは後でやる、それもいいんですよ。けれども、そのとき、そこに接しているような

ところを残して再度発注すると、機材も機械も全部次の予算にかかってくるわけですよね。

事業を予算化するときになぜそれも一緒に同時にできなかったかということ、それが事業

検証だと思うんですよね。今までそうやって別発注にしておったからそうだかのように言

われるけど、そうじゃない。今回の予算化で別発注をしておったら、それじゃ、そのとき

は幾らかかったのか。今回、それを一遍にやればいいのか、そういうことが事業検証だと

思うんですね。そこのところはどう考えられますか。 

○建設課長（黒田良人君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 黒田建設課長。 

○建設課長（黒田良人君） 先ほどの議員の御質問でございますが、議員からもお話があ

ったとおり、今回の伐採につきましては大規模なところのエリアと点在するところのエリ

アと分けて発注を行っております。 

 その理由でございますが、まず、大規模なエリアにつきましては非常に施工性がよいと

ころとなりますので、比較的安価に発注することができる。ただ、そこに点在するものを

入れちゃうと相殺されてしまうので、これは安くするために分けたというのが１点です。 
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 あと、もう一点が、見入地区とか、かなりの延長になっちゃいますので、同時に全域で

発注してしまうとずーっと交通の規制が非常にかかってしまいます。そういったことから

時期を分けたというところ、あと、もう一点が、のり面の切った状況も確認したかったと

いうのもありまして、切った状況を確認してから点在するところに向かったというところ

もございます。 

 先ほどの御指摘の点在した部分でございますが、これにつきましてももう既に作業は完

了いたしまして、恐らく今は見入地区については竹のほうの伐採は全て完了したというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） ９番議席、伊藤好博君、よろしいですか。 

○９番（伊藤好博君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 伊藤好博君。 

○９番（伊藤好博君） 分けて発注したほうが安くなるというのはどうも合点が行かない

んですが、完了した時点で通られる方が何だ、あれはと、何で残っているんだという町民

の方の見方があるわけですね。ほんの坂１本で、５メーターでここは残っておるやないか

と。あれは残しておいたらまた竹は繁殖するぞと、竹を繁殖させるのかと。堤防強化のた

めに竹を繁殖させておるのかというような意見まで聞くんです。 

 だから、町長の答弁にありましたが、長い期間ほかった、管理しなかった、管理費が出

なかったためにこういう竹林がどんどんどんどん、面積、１年で大分増えます。だから、

こういう結果になったと思うんですが、竹林を増やすんじゃなくて収めていくんだったら、

それなりの竹が弱るような管理の体制、そして、作業、事業予算を今後どういうふうに来

年度からさせていくのか。今回やってまた長期間、何年か、５年も６年もほかると、結局

は、竹は根は生きていますからどんどんどんどん繁殖していくわけですよね。そういうこ

とをしっかりと検証していただいて、次の来年度予算に反映させていただいたらいいかと

思います。 

 今年１年、鍋田川提のことに関して質問させていただきましたので、申し訳ないですが、

お二方には集中して言わせていただきましたが、事業検証というのは本当に大事なことで

ありまして、そこの中には、町民の意見を聞くということを必ず忘れないで入れてほしい

と思います。事業は、役場の事業じゃありません。木曽岬町の町の事業であって、町民の

ための事業でありますので、検証のときは町民の意見を聞くということ、本当に地域の意

見を聞くということを忘れずに検証していただいて、次の予算に反映させていただけたら

ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 長々と言いましたが、次期第２回の定例会には、木曽岬町の行政の検証、もう一度全体

をやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 
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○議長（服部芙二夫君） 以上をもちまして、通告をいただいておりました一般質問は全

て終了しました。これにて一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。次の開始時間は１時とさせていただきます。よろしくお

願いします。 

                            午前１１時３７分休憩   

                            午後 １時 ０分再開   

○議長（服部芙二夫君） それでは、休憩を解き、本会議に戻します。 

日程第 ３ 議案第 ２号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第８号）

について 

日程第 ４ 議案第 ３号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）について 

日程第 ５ 議案第 ４号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について 

日程第 ６ 議案第 ５号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について 

日程第 ７ 議案第 ６号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計

補正予算(第１号）について 

日程第 ８ 議案第 ７号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計補

正予算(第２号）について 

日程第 ９ 議案第 ８号 令和３年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算(第

２号）について 

日程第１０ 議案第 ９号 木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第１１ 議案第１０号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１２ 議案第１１号 木曽岬町押印等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について 

日程第１３ 議案第１２号 木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第１３号 木曽岬町自主運行バスの運行及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第１４号 木曽岬町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１６ 議案第１５号 木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
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日程第１７ 議案第１６号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算について 

日程第１８ 議案第１７号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計予算

について 

日程第１９ 議案第１８号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計予

算について 

日程第２０ 議案第１９号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算につ

いて 

日程第２１ 議案第２０号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算につ

いて 

日程第２２ 議案第２１号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計

予算について 

日程第２３ 議案第２２号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計予

算について 

日程第２４ 議案第２３号 令和４年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算について 

日程第２５ 議案第２４号 木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

○議長（服部芙二夫君） 次に、日程第３、議案第２号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬

町一般会計補正予算（第８号）についてから日程第２５、議案第２４号、木曽岬町職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの２３議案を一括上程

し、これを議題とします。 

 上程しました会議議件名を議会事務局長に朗読いたさせます。 

          〔職員朗読〕 

○議長（服部芙二夫君） ただいま議題としました議案につきましては、それぞれの常任

委員会に付託し、御審議を願いまして、各常任委員会から審査報告書が提出されておりま

す。よって、それぞれの委員長に報告を求めます。 

 初めに、鎌田鷹介委員長より教育民生常任委員会の審査報告を求めます。 

 登壇の上、お願いします。 

○３番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、鎌田鷹介委員長。 

○３番（鎌田鷹介君） 教育民生常任委員会の報告をさせていただきます。 

 去る３月８日火曜日午前９時から委員６名の出席の下、加藤町長、森副町長、山北教育

長をはじめ教育民生常任委員会所管の執行部の同席を求め、委員会を開催いたしました。 

 令和４年度第１回定例会において本委員会に付託されました議案は、議件名は割愛しま

すが、議案第２号の所管部分から議案第５号までの補正予算案４件、議案第１５号の条例

の一部の改正案１件、議案第１６号の所管部分から議案第１９号までの当初予算案４件の
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計９議案でございます。 

 付託されました９議案について、まず、加藤町長より議事日程の説明を受けた後、付託

議案の審査方法をお諮りし、各議案については、１件ごとに審査を行い、全議案審査の後

に、討論、採決も１件ごとに行うこととし、付託議案の審査を進めました。 

 その審査内容や結果について御報告をさせていただきます。 

 まず、議案第２号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第８号）につ

いての所管部分を議題とし、審査を行いました。 

 質疑では、児童手当及び子ども手当費で減額となっている理由はとの質疑に対し、当初

見込みの児童数５６１人が５９６人の想定となり、増額となった。また、子育て世帯への

特別給付金で今回３００万円を減額し、この差引きで９８万５，０００円減額との答弁で

した。 

 また、緑化管理委託料の減額が多額だが、その理由はとの質疑に対し、入札を実施する

ことで結果的に低価格になったとの答弁でした。 

 また、木曽岬町新型コロナウイルス感染症予防対策補助金、新型コロナウイルス感染症

自宅療養者訪問看護支援事業補助金、それぞれの減額の詳細理由はとの質疑に対して、新

型コロナウイルス感染症予防対策補助金は、３月末が申請期限で、現在申請状況から見直

し減額補正をした。新型コロナウイルス感染症自宅療養者訪問看護支援事業補助金は、訪

問看護の診療報酬への上乗せ額を補助として見込んでいたが、今の利用実績から今回減額

したとの答弁でした。 

 討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第３号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第４号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）についてを議題として審査いたしましたが、質疑、討論は特にございませんで

した。 

 次に、議案第５号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１５号、木曽岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

を議題として審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１６号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部

分を議題とし、審査を行いました。 

 質疑では、児童福祉事業で、児童相談システム童のサーバーシステムの更新を行い機能

強化を図るとあったが、この内容はとの質疑に対し、児童相談、主に虐待や発達相談につ

いて情報を入力し、虐待による死亡事例で特に転入出時の自治体間での情報共有を迅速に

行う必要があり、機器の更新が必要となったものとの答弁でした。 
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 また、学校維持管理経費で、シロアリ薬剤散布業務委託料で、散布の箇所はとの質疑に

対して、校舎１階の廊下部分、東から西まで全てと壁面を施行予定との答弁でした。 

 また、小学校は防犯カメラがあると思うが、それ以外につけるのかとの質疑に対して、

平成１９年度４台設置、このうち２台が故障で今回はシステムごと更新し、カメラは同じ

く４台、モニターやユニットも全て更新するとの答弁でした。 

 また、児童福祉総務費の会計年度任用職員人件費で、子ども家庭相談支援拠点の設置に

伴う子ども家庭支援員の配置に保健師が１名増員とのことだが、詳細はとの質疑に対し、

子ども相談センターと子育て世代包括支援センターの機能に併せて、妊娠期から学齢期ま

での子どもの育ちに係る相談について、一元的に対応していきたいとの答弁でした。 

 また、災害救助費で、災害救助費の積立金２万８，０００円が計上されている。災害救

助基金の利子の積立てと思うが、３月１１日が近いので聞くが、こういう状況でいいのか

との質疑に対し、現在の災害救助基金残高は６，５６０万円、災害時の基金は財政調整基

金で対応する考えで、財政調整基金の残高は２６億円ほど、こちらは柔軟性が高いとの答

弁でした。 

 討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１７号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計予算につ

いてを議題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１８号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてを議題として審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１９号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計予算について

を議題として審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 以上、付託されました議案第２号の所管部分から議案第５号、議案第１５号、議案第１

６号の所管部分から議案第１９号の９議案を慎重に審査いたしましたところ、本委員会は

全議案を妥当と認め、原案のとおり可決するものと決定いたしました。 

 以上のとおり報告させていただきます。 

 令和４年３月１５日、教育民生常任委員会委員長、鎌田鷹介。 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございました。 

 教育民生常任委員会の皆さんには、当日、長時間にわたり慎重審査、御苦労さまでござ

いました。 

 続いて、三輪一雅委員長より総務建設常任委員会の審査報告を求めます。 

 登壇の上、お願いします。 

○８番（三輪一雅君） 議長、８番。 

○議長（服部芙二夫君） ８番議席、三輪一雅委員長。 

○８番（三輪一雅君） 総務建設常任委員会の御報告をさせていただきます。 

 去る３月１１日金曜日午前９時より委員６名の出席の下、加藤町長、森副町長をはじめ
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総務建設常任委員会所管の執行部の同席を求め、委員会を開催いたしました。 

 令和４年第１回定例会において本委員会に付託されました議案は、議件名を割愛いたし

ますが、議案第２号の所管部分、議案第６号から議案第８号までの補正予算案４件、議案

第９号から議案第１４号及び議案第２４号の条例の制定案並びに一部改正案７件、議案第

１６号の所管部分、議案第２０号から議案第２３号までの当初予算案５件の計１６議案で

あります。付託されました１６件の議案について、加藤町長より議事日程の説明を受けた

後、付託議案の審査方法をお諮りし、各議案について、１件ごとに審査を行い、全議案審

査の後に、討論、採決も１件ごとに行うこととして、付託議案の審査を進めました。 

 その審査内容や結果について御報告をさせていただきます。 

 まず、議案第２号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第８号）につ

いての所管部分を議題として審査を行いました。 

 主な質疑では、総務費の業務委託料で５０万円程度予算を使われていると思うが、この

業務委託料の中身はとの質疑に対して、人口減少対策会議の支援業務委託をしているが、

その契約金額との差額を減額したものとの答弁でした。 

 次に、財産管理費で、減債基金の積立金の内容はとの質疑に対して、追加された普通交

付税のうち臨時財政対策債の償還のために基金に積むことが可能なお金が４，６００万円

程度、財政調整基金から取り崩す予算となっていた１億２，０００万円をこちらに積み戻

すとの答弁でした。 

 次に、道路新設改良費で、町道西対海地線の工事内容はとの質疑に対して、実施してい

る工事の延伸、役場の倉庫の取壊し等との答弁でした。 

 討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第６号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）についてを議題として審査を行いましたが、質疑、討論は特にありませんで

した。 

 次に、議案第７号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）についてを議題として審査を行いました。 

 主な質疑では、維持管理費で、３，０００万円の減額補正の内容はとの質疑に対して、

日本下水道事業団に委託していた東部地区クリーンセンターの耐震補強工事が不調不落と

なったとの答弁でした。 

 討論は特にありませんでした。 

 次に、議案第８号、令和３年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計補正予算（第２号）

についてを議題として審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第９号、木曽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題として審査しましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１０号、町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定
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についてを議題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１１号、木曽岬町押印等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてを議題として審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１２号、木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にご

ざいませんでした。 

 次に、議案第１３号、木曽岬町自主運行バスの運行及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題として審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませ

んでした。 

 次に、議案第１４号、木曽岬町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第１６号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計予算についての所管部

分を議題とし、審査を行いました。 

 主な質疑では、漁業組合の補助金関係１００万円が計上していないが、経緯はとの質疑

に対して、漁業組合は今年の８月に組合の解散を予定している。補助金は、漁協と協議中

との答弁でした。 

 次に、観光事業で、工事請負費として、修繕工事３０万円の内容はとの質疑に対して、

三重県内全市町に１枚ずつマンホールの蓋の寄贈がある。この工事費を予算化したとの答

弁でした。 

 次に、消防ポンプ自動車購入費で、年次計画をもって更新していくのかとの質疑に対し

て、令和４年度から１年１台の更新計画を立てているとの答弁でした。 

 次に、町道外平喜・小学校線避難路整備工事で、水路の蓋はどのような蓋かとの質疑に

対して、グレーチングでできたらと考えているとの答弁でした。 

 次に、町道鍋田川線の舗装修繕工事で、継ぎ目を少なくし、施工延長を長くするとのこ

とだったが、工事の概要はとの質疑に対して、施工延長は２００メーターから３００メー

ターぐらいで、なるべく振動の影響のないところで継ぎ目を造りたいと考えているとの答

弁でした。 

 次に、車借上料で、町長車をＥＶにするとのことだが、年間走行距離が少ないことや災

害時の活用を考えるとデメリットのほうが多いのではとの質疑に対して、ＥＶ化は災害時

の避難所の電源供給に使えることや、町がゼロカーボンシティを掲げることも考慮し、検

討したとの答弁でした。 

 討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第２０号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計予算について

を議題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第２１号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計予算
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についてを議題として審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第２２号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計予算に

ついてを議題として審査を行いました。 

 主な質疑では、脱水機の工期が２か年とのことだが、具体的な工事の内容はとの質疑に

対して、受注後に工場製作となり、製作に１年近くかかる。脱着に関しても非常に大がか

りな工事なので、２年程度かかるとの答弁でした。 

 討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第２３号、令和４年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計予算についてを議

題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 次に、議案第２４号、木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とし、審査を行いましたが、質疑、討論は特にございませんでした。 

 以上、本委員会に付託されました議案第２号の所管部分、議案第６号から議案第１４号、

議案第１６号の所管部分、議案第２０号から議案第２４号までの執行部提出議案１６件は、

慎重に審査いたしましたところ、全議案とも全員賛成で、本委員会は原案のとおり可決す

るものと決定いたしました。 

 以上のとおり御報告させていただきます。 

 令和４年３月１５日、総務建設常任委員会委員長、三輪一雅。 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございました。 

 総務建設常任委員会の皆様には、当日、長時間にわたり慎重審査、御苦労さまでござい

ました。 

 これより各常任委員会の委員長報告に対する質疑に入ります。 

 委員長の報告に対して、御質疑のある方は御発言ください。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 御質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会といたします。 

                            午後 １時２４分散会   

○議長（服部芙二夫君） 議員の皆様方には、慎重な御審議ありがとうございました。ま

た、加藤町長をはじめ執行部の方々には大変御苦労さまでした。なお、最終日は３月１７

日午前９時より再開されますので、御出席を賜りますようお願い申し上げます。 


